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地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）
実施要綱

北海道オホーツク総合振興局長

第１ 趣旨
地域づくり総合交付金制度要綱（平成25年４月19日付けオ地政第388号北海道オホーツク

総合振興局長（以下「局長」という。）決定。以下「制度要綱」という。）に基づき、地域
づくり総合交付金における地域づくり推進事業の交付に関し、必要な事項を定める。

第２ 交付対象者
交付対象者は、制度要綱第２の規定によるほか、次のとおりとする。

１ 一般事業
制度要綱第２の表の１の(1)ただし書に規定するソフト系事業の交付対象者は、次により

取り扱うものとする。
(1) 市町村のほか民間団体や個人等が構成員に含まれている協議会等であって、市町村が主
体になっている場合において、制度要綱第６の１の表の適用は市町村として取り扱うこと
ができる。

(2) 市町村が構成員に含まれていない協議会等であっても、当該協議会等が実施する事業に
対し複数の関係市町村が補助し、局長が特に必要と認める場合は、制度要綱第６の１の表
の適用は、一部事務組合、広域連合、複数市町村で構成する協議会等として取り扱うこと
ができる。

(3) 局長が適当と認める者とは、原則として、地域の活性化を図るための諸活動を行う営利
を目的としない団体であり、法人であるか否かを問わない。

(4) 前３号のほか、個別事業における交付対象者の特例については、別紙１に定めるところ
による。

２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業
制度要綱第２の表の１の(2)の規定によるほか、個別事業における交付対象者の特例につ

いては、別紙２に定めるところによる。

第３ 交付対象事業
１ 一般事業

制度要綱第３に規定する交付金の交付対象となる事業は、別紙１のとおりとする。
なお、交付対象事業の取扱いは、次のとおりとする。

(1) ハード系事業
ア 交付対象事業の１件の取扱いについては、次による。
(ｱ) 建築物等のように個別の施設として明確なものについては、それぞれ１件とする。
(ｲ) その性格上、数種類の施設を一括して整備する必要のある事業（例えば、海水浴場
施設として、監視塔、駐車場、脱衣場、便所等の施設を一括して整備する場合）につ
いては、それらをまとめて１件とする。

(ｳ) 市町村の総合計画等に基づき、一体的に整備する複数の施設整備事業は、それらを
まとめて１件とみなすことができる。
なお、一体的とは、計画に基づき、計画的・一体的に実施されるとともに、予算上

も一体的に取り扱われているものをいう。
イ 付帯設備については、博物館の展示工事、図書館の書架、体育館の固定式運動器具等
本体工事とともに施工する、その施設の利用目的に沿うものは交付対象とすることがで
きる。

ウ 改修事業については、既存施設の増築や改築において、新しい機能を附加し、あるい
は、構造を大きく変えるものは対象とする。ただし､単なる床、壁等の張替え、施設内
の照明施設の取替え等、維持補修程度の事業は対象としない。
なお、改修事業に伴う設備整備事業(施設本体に直接設置(固定)されるものに限る。)

についても対象とすることができる。
エ 次の表の左欄に掲げる事業については原則として交付対象外とするが、同表の右欄に
掲げる事業については対象とすることができる。
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対象外事業 例外的に対象とすることができる事業

(ｱ) 国又は道の他の補助金等の ａ 国庫補助等対象部分と対象外部分を明確に区分で
交付対象となる事業 きる事業（当該対象外部分を交付対象とする。）

ｂ 文化財保存整備事業（「文化財保存事業費関係国
庫補助実施要領」の別表で規定する文化財保存整備
に係る各補助要項で定める国庫補助を受けて行う事
業）

(ｲ) 地方財政法施行令（昭和23 ａ 診療所整備事業
年政令第267号）第46条に規 ｂ 診療所医療機器整備事業
定する公営企業等独立採算を ｃ 医師用住宅整備事業
原則とする事業 ｄ 過疎対策等のために行う施設整備事業（スキーリ

フト、宿泊研修施設等）のうち、料金収入等による
独立採算が困難と見込まれる施設の整備事業

ｅ 新エネルギー等開発利用施設整備事業のうち、経
営に伴う収入をもって設置に要する経費を賄うこと
が極めて困難であると認められる事業

ｆ 産業活性化支援施設整備事業

(ｳ) 維持補修事業 ａ 施設整備を完了した翌年から起算して 10 年以上
が経過しており、地域住民が幅広く利用する施設で、
当該実施要綱別記第１号様式中の「施設の長寿命化
に資する維持管理計画」に沿って、予防的に実施さ
れる事業（施設本体に直接設置（固定）される設備
整備事業を含む。）

ｂ 移住促進施設整備事業における既存施設の補修事
業

ｃ 医師用住宅整備事業における既存施設の補修事業
ｄ 地域防災力強化事業（避難施設整備事業）におけ
る新たな避難所機能を付与する事業

(ｴ) 他の団体等に補助する事業 市町村が補助する次に掲げる事業
ａ 文化財保存整備事業
ｂ 移住促進施設整備事業
ｃ テレビ難視聴解消施設整備事業
ｄ 複数の市町村が共同で設置する施設整備事業に係
る構成市町村の負担金事業

ｅ 農業振興施設等整備事業
ｆ 漁業振興設備等整備事業
ｇ 産業活性化支援施設整備事業

(ｵ) 公共用地先行取得事業 －

(ｶ) 庁舎等の公用施設や交付金 地域防災力強化事業（避難施設整備事業）における
の趣旨に合致しない普通財産 新たな避難所機能を付与する事業
の整備事業

(ｷ) その他局長が不適当と認め －
る事業

オ その他、個別事業における対象事業の特例については、別紙１に定めるところによる。

(2) ソフト系事業
ア 対象事業の内容は、次のとおりとする。
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(ｱ) イベント開催事業
(ｲ) 広報普及事業
(ｳ) 人材育成事業
(ｴ) 調査研究事業
(ｵ) 計画策定事業（事業主体が市町村の場合は、複数の市町村が共同で実施する事業に
限る。）

(ｶ) 局長が特に必要と認める事業
イ 次の表の左欄に掲げる事業については原則として交付対象外とするが、同表の右欄に
掲げる事業については対象とすることができる。

対象外事業 例外的に対象とすることができる事業

(ｱ) 国又は道の他の補助金等の －
交付対象となる事業

(ｲ) 地方財政法施行令（昭和23 －
年政令第267号）第46条に規
定する公営企業等独立採算を
原則とする事業

(ｳ) 専ら団体構成員のみを対象 公益性が高いと認められる事業（視察､研修・大会
とする事業 の開催､サークル活動などを除く。）

(ｴ) 事業主体の経費負担のない 参加負担金や入場料等の収入については、事業主体
事業 の経費負担（自己財源）とみなすことができ、これに

該当する事業

(ｵ) 専ら事業主体の維持運営を －
目的とする事業

(ｶ) 他の団体等に補助する事業 ａ 市町村が補助するオホーツク連携地域政策展開方
針（以下「展開方針」という。）における地域が重
点的に進めるプロジェクトの推進に資する公共的な
事業

ｂ 地域防災力強化事業（自主防災組織創設・活性化
事業に限る。）

(ｷ) 営利を目的とする事業 －

(ｸ) 施設の維持管理を目的とす －
る事業

(ｹ) 生活の維持に係る経費に対 －
する個人への助成や個人の負
担軽減を目的とする事業

(ｺ) その他局長が不適当と認め －
る事業

ウ その他、個別事業における対象事業の特例については、別紙１に定めるところによる。
２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業

市町村における地域の実情や住民のニーズに対応して、福祉のまちづくりの促進、在宅の
高齢者・障がい者（児）の社会参加や自立支援、子どもの健全育成促進、高齢者等の冬の生
活支援及び介護保険制度下における介護サービス基盤の整備に関する福祉施策の推進を奨励
することを目的として取り組まれる別紙２に定める事業（市町村（政令指定都市及び中核市
を除く。）、一部事務組合及び広域連合が実施する事業並びに市町村が別紙２に定める実施
主体に助成する事業）を交付の対象とする。ただし、国又は道の他の補助金等の交付対象と
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なる事業については、原則として交付の対象外とする。
３ 地域産業基盤整備事業

国庫補助事業等の採択基準に満たない小規模な地域産業基盤整備事業のうち、次の事業を
交付の対象とする。ただし、国又は道の他の補助金等の交付対象となる事業は、原則として
交付の対象外とし、事業の詳細については別紙３に定める。
(1) 小規模土地改良事業

国庫補助事業等の採択基準に満たない小規模な整備を機動的に行い、農用地や農業用施
設の高度利用や集落環境の保全を図り、豊かで特色ある農村づくりを推進することを目的
として実施する事業

(2) 小規模林道整備事業
国庫補助事業等の採択基準に満たない小規模な林道（経営林道）や支派線路網（生産林

道）の整備、生活環境や保健休養施設の整備、林道周辺環境の整備を行うことで、林業の
振興と山村地域の活性化を図ることを目的として実施する事業

(3) 小規模治山事業
国庫補助事業等の採択基準に満たない荒廃林地の復旧及び荒廃のおそれのある林地の予

防工事を行うことで、国土の保全、民生の安定に資することを目的として実施する事業
(4) 船揚場整備事業

国庫補助事業等の採択基準に満たないため、漁港が整備されない沿岸小集落の生産基盤
の整備を行い、漁労作業の省力化等による漁業生産の向上を図ることで、漁家経営の安定
と地域の恒久的な発展を推進することを目的として実施する事業

４ エゾシカ緊急対策事業
交付対象事業は別紙４に定める事業とする。

５ 集落維持・活性化促進事業
「北海道における集落対策の方向性」に基づき、市町村と住民とのパートナーシップのも

と、集落で抱えている課題解決に向けた対策の重要度や優先度を考慮した上で、集落の維持
・活性化を目的として取り組まれる別紙５に定める事業を交付対象とする。

６ 水資源保全推進事業
北海道水資源の保全に関する条例（平成24年北海道条例第９号）に規定する水源の土地に

おける適正な土地利用の確保を図ることを目的として実施する別紙６に定める事業を交付対
象とする。

第４ 交付対象経費
１ 一般事業

制度要綱第４に定める交付対象事業に要する経費のうち、次の表の左欄に掲げる経費につ
いては原則として交付対象外とするが、同表の右欄に掲げる経費については対象とすること
ができる。
(1) ハード系事業

対象外経費 例外的に対象とすることができる経費

ア 事務費、調査費及び設計監 地盤調査及び設計監督の外部委託費
督費

イ 施設撤去費 第３の１の(1)のウで対象とする改修事業に関連し
て必然的に発生し、整備する施設の工事に直接関わる
経費

ウ 造成費（整地費を含む。） グランド又は公園等の整備事業において、事業の本
体的な部分となっている造成費

エ 用地取得費 －

オ 備品購入費 (ｱ) 医療機器、テレビ難視聴解消施設の送受信機器、
農業振興施設等整備事業及び漁業振興設備等整備事
業で購入する備品であって、単価が20万円以上のも
の

(ｲ) 建設事業と一体として整備される備品で建設され
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る施設等と一体不可分な機能を有するものの購入費
（単価が20万円以上であって、かつ耐用年数が５年
以上のものに限る。）

カ その他局長が不適当と認め －
る経費

(2) ソフト系事業

対象外経費 例外的に対象とすることができる経費

ア 賃金及び職員費 ソフト系事業の実施に必要不可欠な人員等を一時的
に雇用するために要する経費

イ 食糧費 －

ウ 備品購入費 ａ 事業の実施に必要不可欠な備品に要する経費と認
められる場合（当該事業の交付対象経費の５分の１
を限度とする。）

ｂ 地域防災力強化事業（防災備蓄計画等に基づく備
蓄品・備品購入事業及び自主防災組織創設・活性化
事業に限る。）における備品購入費

ｃ 権限移譲推進事業における備品購入費

エ 用地取得費 －

オ 工事請負費 事業に直接要する経費で最低限必要と認められる場
合（既存施設の改装経費で、単なる維持補修を目的と
するものを除く。）

カ その他局長が不適当と認め －
る経費

(3) 前２号のほか、個別事業における対象経費の特例については、別紙１に定めるところに
よる。

２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業
交付対象経費は、別紙２に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費については交付対

象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存施設の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると
認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する経費

(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する経費
(4) その他整備費として適当と認められない経費

３ 地域産業基盤整備事業
交付対象経費は、別紙３に定める経費とする。

４ エゾシカ緊急対策事業
交付対象経費は、別紙４に定める経費とする。

５ 集落維持・活性化促進事業
交付対象経費は、別紙５に定める経費とする。

６ 水資源保全推進事業
交付対象経費は、別紙６に定める経費とする。

第５ 交付金の限度額
１ 一般事業

制度要綱第６の１の表の(1)のアに規定する交付金の限度額の特例は、次のとおりとする。
(1) ハード系事業
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ア 第３の１の(1)のウに定める改修事業及び第３の１の(1)のエの表の(ｳ)に定める予防
的に実施される事業については、下限額を250万円とする。

イ 次の事業については、別紙１に定める限度額を適用する。
(ｱ) 文化財保存整備事業
(ｲ) 医師用住宅整備事業
(ｳ) 移住促進施設整備事業
(ｴ) 漁業振興設備等整備事業
(ｵ) 合併市町村まちづくり推進事業
(ｶ) 避難施設整備事業
(ｷ) 備蓄庫整備事業
(ｸ) 消防施設整備事業

ウ 局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下
限額を適用しないことができる。

(2) ソフト系事業
ア 第３の１の(2)のイの表の(ｶ)に定める事業のうち、同表の右欄に掲げる事業における
限度額については、制度要綱第６の１の表の(1)のアの(ｲ)における局長が適当と認める
者の規定を準用する。

イ 次の事業については、別紙１に定める限度額を適用する。
(ｱ) 権限移譲推進事業
(ｲ) 防災備蓄計画等に基づく備蓄品・備品購入事業

ウ 局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下
限額を適用しないことができる。

エ 第６の１の(2）のカの規定により、交付金を加算する場合は、制度要綱第６に定める
上限額に、当該加算額を加えた額を上限額とする。

２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業
(1) 制度要綱第６の１の表の(1)のイに定める下限額は、別紙２に定める事業ごとに算出さ
れた額の合計額とする。
(2) (1)の規定により算出された額の合計額が50万円に満たない場合であっても、局長が地
域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認めるときは、下限額を適用し
ないことができる。

３ 地域産業基盤整備事業
制度要綱第６の１の表の(1)のウに規定する交付金の限度額の特例は、次のとおりとする。

(1) 小規模土地改良事業
局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下限
額を適用しないことができる。

(2) 小規模林道整備事業
ア 事業の区分ごとに別紙３に定める限度額とする。
イ アの規定にかかわらず、局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認
める事業については、下限額を適用しないことができる。

(3) 小規模治山事業
局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下限
額を適用しないことができる。

(4) 船揚場整備事業
ア 局長が事業の遂行上、特に必要と認める場合には、上限額を1,500万円とする。
イ 局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下
限額を適用しないことができる。

４ エゾシカ緊急対策事業
制度要綱第６の１の表の(1)のエに定める上限額は、別紙４に定める額とする。

５ 集落維持・活性化促進事業
(1) 制度要綱第６の１の表の(1)のオに定める限度額の特例は、別紙５に定める額とする。
(2) (1)の規定にかかわらず、局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認
める事業については、下限額を適用しないことができる。

第６ 交付金額の算定
１ 一般事業
(1) ハード系事業
ア 交付税措置のある地方債を利用する事業については、当該地方債を満度に充当したと
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みなして、交付対象経費から交付対象経費に係る当該地方債の額を控除した額に２分の
１を乗じて交付金額を算出するものとする。ただし、過疎対策事業債又は辺地対策事業
債を利用する事業については、交付対象経費から交付対象経費に係る当該地方債の額を
控除した額に２分の１を乗じて得た額の範囲以内（その額が交付金の上限額を超える場
合には上限額とし、交付対象経費の12.5パーセントを超えることはできない。）で交付
できることとする（当該事業の財源としている負担金に交付税措置のある地方債を利用
している事業についても同様とする。）。

イ 第３の１の(1)のエの表の(ｴ)に掲げる事業のうち、同表の右欄に掲げる事業について
は、事業実施主体が行う事業に要する経費をもって交付対象経費を算出し、交付金額を
算定するものとし、そのうち、同表のａ、ｂ、ｃ及びｇに掲げる事業については別紙１
によるものとする。

ウ 交付対象事業に対する寄付金など、特定財源として扱う寄付金等がある場合には、交
付対象経費から当該寄付金等の額を控除して交付金額を算定するものとする。ただし、
交付対象事業が地域再生法（平成 17年法律第 24号）第５条第４項第２号に規定するま
ち・ひと・しごと創生寄附活用事業である場合、当該事業を実施するために法人から受
けた寄附金については、その全額を交付対象経費から控除せずに交付金額を算定するも
のとし、当該寄附金の額が、交付対象経費に２分の１を乗じて得た額を上回る場合は、
交付対象経費から当該寄附金額を控除した額を限度（その額が交付金の上限額を超える
場合には上限額とする。）として、交付金額を算定するものとする。

(2) ソフト系事業
ア 第３の１の(2)のイの表の(ｴ)の右欄に掲げる事業における参加負担金や入場料等の収
入については、その全額を事業主体の経費負担（自己財源）として算定するものとする。

イ アに掲げる事業主体の経費負担(自己財源)が交付対象経費に２分の１を乗じて得た額
を上回る場合には､交付対象経費から事業主体の経費負担(自己財源)を控除した額を限
度(その額が交付金の上限額を超える場合には上限額とする｡)として、交付金額を算定
するものとする。

ウ 第３の１の(2)のイの表の(ｶ)に掲げる事業のうち、同表の右欄に掲げる事業について
は、市町村が補助する額の２分の１を限度（その額が交付金の上限額を超える場合には
上限額とする。）として、交付金額を算定するものとする。

エ 過疎対策事業債を利用する事業については、交付対象経費から交付対象経費に係る当
該地方債の額を控除した額に２分の１を乗じて得た額の範囲内（その額が交付金の上限
額を超える場合には上限額とし、交付対象経費の12.5パーセントを超えることはできな
い。）で交付できることとする（当該地方債で積み立てた基金を取り崩して実施する事
業及び当該事業の財源としている負担金に過疎対策事業債を利用している事業について
も同様とする。）。

オ 市町村、一部事務組合及び広域連合が実施する事業において、交付対象事業に使途を
限定して得た寄附金がある場合には、交付対象経費から当該寄附金の額を控除して交付
金額を算定するものとする。ただし、交付対象事業が地域再生法第５条第４項第２号に
規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業である場合、当該事業を実施するために
法人から受けた寄附金については、その全額を交付対象経費から控除せずに交付金額を
算定するものとし、当該寄附金の額が、交付対象経費に２分の１を乗じて得た額を上回
る場合は、交付対象経費から当該寄附金額を控除した額を限度（その額が交付金の上限
額を超える場合には上限額とする。）として、交付金額を算定するものとする。

カ 地域再生法第 13 条第１項に基づき、国が交付する地方創生推進交付金の交付を受け
て事業（先駆タイプに限る）を実施する市町村、一部事務組合又は広域連合が、同年度
に地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）の交付を受けて事業を実施する場合、
当該地域づくり総合交付金の交付を受けて実施する事業が、地方創生推進交付金の交付
を受けて実施する事業と関連させて実施することにより、特に地域創生に資すると局長
が認めるものについては、１事業に限り、制度要綱第７により算定した額に加算して交
付金額を算定することができる。
この場合、加算できる額は、当該地方創生交付金の交付額に 10 分の１を乗じて得た

額と、制度要綱第７に基づき算定した額（その額が交付金の上限額を超える場合には上
限額とする。）に２分の１を乗じて得た額を比較して少ない方の額を上限とする。

(3) 前２号のほか、交付金額の算定における対象経費の特例については、別紙１に定めると
ころによる。
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２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業
交付金額の算定に当たっては、別紙２において事業区分ごとに定める交付対象経費の実支

出額と交付基準額を比較して少ない方の額と当該事業に係る総事業費から寄附金その他の収
入額を控除した額（市町村が助成する事業については、その助成額）とを比較して少ない方
の額に交付率を乗じて算出する。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てるものとする。

３ エゾシカ緊急対策事業
交付金額の算定は、別紙４に定めるところによるものとする。

４ 集落維持・活性化促進事業
交付金額の算定は、別紙５に定めるところによるものとする。

５ 水資源保全推進事業
交付金額の算定及び交付金の交付率は、別紙６に定めるところによるものとする。

第７ 事業計画に添付する関係書類
制度要綱第８の１に規定する関係書類は、次のとおりとする。

１ 一般事業
(1) ハード系事業

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）事業実施概要書（別記第１号様式）
(2) ソフト系事業

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）事業実施概要書（別記第２号様式）
２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業

別紙２のとおり
３ 地域産業基盤整備事業

別紙３のとおり
４ エゾシカ緊急対策事業

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）事業実施概要書（別記第２号様式）
５ 集落維持・活性化促進事業

別紙５のとおり
６ 水資源保全推進事業

別紙６のとおり

第８ 交付申請及び交付決定等
制度要綱第９の１に規定する関係書類は、北海道補助金等交付規則の運用について（昭和

47年４月１日付け局総第303号副出納長通達）に定める「補助金等を交付する事務又は事業、
補助対象経費、補助率等」の告示（以下「事業告示」という。）で示すものとする。

第９ 交付の条件
制度要綱第10に規定する交付条件については、次のとおりとする。

１ 地域づくり推進事業における交付対象経費の額及び配分の変更
(1) 交付対象事業を構成する各事業の交付対象経費の額を変更する場合

制度要綱第10の１の(1)に定める交付対象経費の額の変更については、当該交付対象経
費の増減額が20パーセント未満の変更の場合に限り、局長の承認を不要とする。

(2) 交付対象事業を構成する各事業間の交付対象経費の配分を変更する場合
制度要綱第10の１の(1)に定める交付対象経費の配分変更については、各構成事業にお

ける交付対象経費の増減額が20パーセント未満の変更の場合に限り、局長の承認を不要と
する。

２ 一般事業、エゾシカ緊急対策事業及び集落維持・活性化促進事業に付す条件
(1) 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、目的の達成及び事業の能
率的遂行に支障がないと認められる場合（当該事業における交付対象経費の増減額が20パ
ーセント未満の変更の場合に限る。）に限り、局長の承認を不要とする。

(2) 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いについ
ては、次のとおりとする。
ア 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、局長の承認を受け
ないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取
り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、対象事業に係る交付金の全額に相当する額
を道に納付した場合又は交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、
減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」
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という。）で定める耐用年数（以下「耐用年数」という。）を経過した場合はこの限り
ではない。

イ アの本文に定める承認を受けようとするときは、別記第３号様式により局長に申請し
なければならない。

ウ 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、交付対象事業の完了の
年の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過していない施設又は設備（以
下｢施設等｣という｡）を処分しようとするときは、処分前に別記第４号様式により局長
に報告しなければならない。

エ 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分した場合においては、ケ
に定める財産処分納付金の全部又は一部を道に納付させることがある。ただし、次に掲
げる財産処分の場合は、この限りではない。
(ｱ) 地方公共団体が行う財産処分
ａ 道路の拡張整備等の所有者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊し又は
廃棄（以下「取壊し等」という。）（相当の補償を得ている場合を除く。）

ｂ 交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過
していない施設等について、地方公共団体が、近年における急速な少子高齢化の進
展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するため又は既存ストックを効
率的に活用した地域活性化を図るためとの判断の下に行う財産処分（有償譲渡及び
有償貸付を除く。）

ｃ 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危
険な状態にある施設等の取壊し等

ｄ 交付対象事業の完了の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過して
いない施設等について、老朽化により代替施設等を整備する場合の取壊し等

ｅ その他局長が、財産処分納付金の納付の必要がないと特に認める場合
(ｲ) 地方公共団体以外の者が行う財産処分
ａ 交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過
していない施設等について、国又は道所管の補助金等の対象となる事業など、局長
が個別に認める事業を実施するために、転用（所有者の変更を伴わない目的外使用。
以下同じ。）、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等を行う場合

ｂ 交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過
していない施設等について、国又は地方公共団体への無償譲渡又は無償貸付を行う
場合

ｃ 道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊し等（相
当の補償を得ている場合を除く。）

ｄ 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危
険な状態にある施設等の取壊し等

ｅ 交付対象事業の完了の翌年から起算して10年を超え、かつ、耐用年数を経過して
いない施設等について、老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等

オ ウに定める報告において、記載事項の不備等必要な要件が具備されていない場合は、
エのただし書の規定は適用しないことがある。

カ 地方公共団体以外の者が行う財産処分（財産処分納付金を納付した場合を除く）で、
処分後の財産について再処分を行う場合は、耐用年数を経過していない当該財産につい
ては、第９の２の（2）に定める各規定に基づき同様の手続を行うものとする。この場
合、交付目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを通算した期間を経
過年数とみなす。なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、
財産処分後の所有者が当該手続を行うものとする。

キ 担保に供する処分については､局長が適当であると認めた場合に限り､抵当権が実行に
移される際に財産処分納付金の納付を行うことを条件として承認するものとする。

ク キに定める承認に際しては、申請者に対し、財務状況や抵当権設定後の返済計画等、
抵当権が実行された場合の財産処分納付金の納付の確実な履行を証明できる資料を求め
るものとする。

ケ 財産処分納付金の額
(ｱ) 有償譲渡又は有償貸付の場合

譲渡額又は貸付額（貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額）に、交付対象経費に
対する交付金額の割合を乗じて得た額（財産処分納付金額の上限額は、処分する施設
等に係る交付金額とする。）。ただし､その譲渡額又は貸付額が評価額（不動産鑑定額
又は残存簿価（減価償却後の額）をいう。）に比して著しく低価である場合には、評
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価額とする。
(ｲ) (ｱ)以外の場合

残存年数納付金額（処分する施設等に係る交付金額に、耐用年数に対する残存年数
（耐用年数から経過年数を差し引いた年数をいう。）又は貸付年数（耐用年数内の期
間に限る。）の割合を乗じて得た額をいう。）。なお、担保に供する処分につき、抵当
権が実行に移された際の財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合の算定方法によるも
のとする。

コ 第３の１の(2)に定める交付対象事業（一般事業のソフト系事業）の実施により生じ
る50万円未満の財産処分については、アの規定にかかわらず、局長の承認があったもの
として取り扱うものとする。

サ コに定める財産処分によって収入があった場合、エの本文の規定は適用しないものと
する。

(3) 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加し
た財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書
類を期間満了時まで保存しなければならない。

３ 福祉振興・介護保険基盤整備事業に付す条件
(1) 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、目的の達成及び事業の能
率的遂行に支障がないと認められる場合（当該事業における交付対象経費の増減額が20パ
ーセント未満の変更の場合に限る。）に限り、局長の承認を不要とする。
(2) 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いについ
ては、２の(2)の規定を準用する。この場合において、２の(2)中の「効用の増加した財産」
は「効用の増加した別紙２に定める財産」と読み替えるものとする。

(3) 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加し
た財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書
類を期間満了時まで保存しなければならない。

(4) 制度要綱第10の２に定める個別事業の特例は、次のとおりとする。
交付対象事業が建設工事である場合は、契約手続については、地方公共団体が行う公

共工事の取扱いに準じなければならない。
また、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはな

らない。
４ 地域産業基盤整備事業に付す条件
(1) 小規模土地改良事業
ア 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、次の場合に限り、局長
の承認を不要とする。
(ｱ) 工種別の事業量の30パーセントを超えない変更の場合
(ｲ) 事業費の内訳に係る交付対象経費のうち、工事費に占める工事雑費の割合が3.5パ
ーセントを超えない変更の場合

イ 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いにつ
いては、次のとおりとする。
(ｱ） 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した別紙３に定める財産については、
局長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付
け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、対象事業に係る交付
金の全額に相当する額を道に納付した場合又は交付対象事業の完了の年の翌年から起
算して10年以内で、かつ、耐用年数を経過した場合はこの限りではない。

(ｲ) 交付対象事業が完了し、又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業により
取得した残存物件（事業の遂行手段として用いられ、残存している機械、器具、仮設
物、材料等の物件）を処分しようとするときは、遅滞なく品目、数量、金額及び処分
方法を局長に報告し、その承認を受けなければならない。

ウ 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加
した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関
係書類を期間満了時まで保存しなければならない。

エ 制度要綱第10の２に定める個別事業の特例は、次のとおりとする。
(ｱ) 交付対象事業に係る建設工事を請負により施行しようとする場合は、特に随意契約
を必要とするものを除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければなら
ない。

(ｲ) 交付対象事業に着手したときは、速やかに別紙３に定める事業着手届を局長に提出
しなければならない。
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(2) 小規模林道整備事業
ア 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、目的の達成及び事業の
能率的遂行に支障がないと認められる場合（当該事業における交付対象経費の増減額が
20パーセント未満の変更の場合に限る。）に限り、局長の承認を不要とする。
イ 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いにつ
いては、次のとおりとする。
(ｱ) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した別紙３に定める財産については、
局長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付
け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、対象事業に係る交付
金の全額に相当する額を道に納付した場合又は交付対象事業の完了の年の翌年から起
算して10年以内で、かつ、耐用年数を経過した場合はこの限りではない。

(ｲ) 交付金交付の年度の翌年度から起算して８年以内に、当該林道、施設の全部若しく
は一部を転用若しくは用途変更しようとするとき、又は交付目的を達成することが困
難と思慮するときは、あらかじめ局長の承認又は認定を受けなければならない。

(ｳ) 交付事業者は、交付対象事業により開設又は整備した林道又は施設について、交付
金を交付した年度の翌年度から起算して８年経過後に、転用又は用途変更をしたとき
は、局長に報告するものとする。

ウ 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加
した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関
係書類を期間満了時まで保存しなければならない。

エ 制度要綱第10の２に定める個別事業の特例は、次のとおりとする。
交付対象事業に着手したときは、速やかに別紙３に定める事業着手届を局長に提出し

なければならない。
(3) 小規模治山事業
ア 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、次の場合に限り、局長
の承認を不要とする。
(ｱ) 事業費の内訳に係る交付対象経費の減額の場合
(ｲ) 事業費の内訳に係る交付対象経費の増額が、変更前の交付対象経費の額の30パーセ
ントを超えない増額の場合
(ｳ) 事業費の内訳に係る交付対象経費のうち、工事費に占める工事雑費の割合が1.5パ
ーセントを超えない変更の場合

(ｴ) 事業費の内訳に係る交付対象経費のうち、工事費に占める事務雑費の割合が３パー
セントを超えない変更の場合

イ 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いにつ
いては、次のとおりとする。

交付対象事業により取得し、又は効用の増加した別紙３に定める財産については、
局長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付
け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、対象事業に係る交付
金の全額に相当する額を道に納付した場合又は交付対象事業の完了の年の翌年から起
算して10年以内で、かつ、耐用年数を経過した場合はこの限りではない。

ウ 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加
した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関
係書類を期間満了時まで保存しなければならない。

エ 制度要綱第10の２に定める個別事業の特例は、次のとおりとする。
(ｱ) 交付対象事業に着手したときは、速やかに別紙３に定める事業着手届を局長に提出
しなければならない。

(ｲ) 交付対象事業により実施した工事目的物の見やすい場所に別紙３に定める標識を設
置しなければならない。

(4) 船揚場整備事業
ア 制度要綱第10の１の(2)に定める事業内容の変更については、施設の構造に変更をき
たさない場合に限り、局長の承認を不要とする。
イ 制度要綱第10の１の(4)に定める交付対象事業の実施により生じる財産の取扱いにつ
いては、次のとおりとする。

交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、局長の承認を受
けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、
取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、対象事業に係る交付金の全額に相当す
る額を道に納付した場合又は交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年以内
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で、かつ、耐用年数を経過した場合はこの限りではない。
ウ 交付事業に関する帳簿及び書類のうち、交付対象事業により取得し、又は効用の増加
した財産については、交付対象事業の完了の属する年度の翌年度から起算して10年間保
存しなければならない。

エ 制度要綱第10の２に定める個別事業の特例は、次のとおりとする。
交付対象事業に着手したときは、速やかに別紙３に定める事業着手届を局長に提出し

なければならない。
５ 水資源保全推進事業に付す条件

１の規定に関わらず、水資源保全推進事業については次の条件を付すものとする。
(1) 交付対象経費の額を変更するときは、局長の承認を受けなければならない。
(2) 交付対象事業の内容を変更するときは、局長の承認を受けなければならない。ただし、
交付対象経費の額に変更がなく、目標の達成及び事業の能率的遂行に支障がないと認めら
れる場合に限り、局長の承認を不要とする。

(3) 交付対象事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注
意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
なお、交付対象事業により取得した土地が森林の場合は、森林法に基づき市町村が定める
市町村森林整備計画において当該地域を水資源保全ゾーンに含めるものとし、適切な管理
を行うものとする。

第10 交付事業遂行状況報告
局長は、交付事業の適正な執行を図るため必要があるときは、交付事業者に対して、次の

様式により局長が別に定める日までに当該交付事業の遂行状況に関して報告を求め、又は当
該職員に調査をさせるものとする。

(1) 一般事業、福祉振興・介護保険基盤整備事業、エゾシカ緊急対策事業及び集落維持・活性
化促進事業
事業遂行状況報告書（別記第５号様式）

(2) 地域産業基盤整備事業
ア 小規模土地改良事業

事業遂行状況報告書（別記第６号様式）
イ その他

事業遂行状況報告書（別記第７号様式）

第11 実績報告
制度要綱第13に規定する関係書類は、事業告示で示すものとする。

第12 その他の取扱い
１ 各事業区分における共通事項

局長は、事業着手後に交付決定を行う場合には、事業の目的、内容、効果、収支、実施時
期等を勘案し、事業着手後の交付決定であっても交付金の目的に合致することや事業着手後
の交付決定がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、その内容を交付決定書等で明
らかにするものとする。

２ 一般事業
(1) 継続事業
ア ハード系事業

事業期間が複数年度に及ぶ事業（以下「継続事業」という。）については、当該年度
の事業費に係る交付対象経費の範囲内で毎年度交付することができる。

イ ソフト系事業
継続して実施される事業（同様の事業内容で他の総合振興局・振興局で採択された事
業も含む。）については、各年度の事業をそれぞれ交付対象事業とすることができる。
ただし、継続して交付できる期間は３か年度とする。

ウ その他、個別事業における対象事業の特例については、別紙１に定めるところによる。
(2) 交付対象事業の採択

優先的に採択する事業及び採択の優先度が低い事業については、別紙１のとおりとし、
これに基づき審査を行った上で交付対象事業の採択を行うものとする。
なお、交付事業の採否及び交付金額の決定に当たっては、当該団体の要望事業数、要望

額や過去の採択状況に加え、当該団体の財政規模、財政調整基金やその他の基金の積立て
状況等財政状況についても考慮するものとする。
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(3) 工事完成届
局長は、北海道補助金等交付規則（昭和47年北海道規則第34号。以下「交付規則」とい

う。）第13条の規定に基づき、工事完成届を受理したときは、当該総合振興局（以下「振
興局」という。）職員に検査を行わせるものとする。ただし、交付事業者が市町村の場合
であって、当該市町村の職員が作成した検査調書の写し（交付事業者の長が原本謄写の証
明をしたものに限る。）を添付することをもって確認することができると認められる場合
は、この限りではない。
なお、ハード系事業のうち新エネルギー等開発利用施設整備事業に係る地熱天然ガスボ

ーリング探査については、必要に応じ地方独立行政法人北海道立総合研究機構の立会いの
もとに作成した検査調書の写しを添付して提出させるものとする。

(4) 事業完了後の効果検証
ア 農業振興施設等整備事業、漁業振興設備等整備事業又は産業活性化支援施設整備事業
のうち、いずれかの事業区分で事業採択され、各構成事業につき3,000万円以上の道交
付金を受け、これを他の団体等に補助した交付事業者は、交付金の交付を受けた年度の
翌年度以降３年間、各年度の終了後３ヶ月以内に、事業効果報告書（別記第８号様式）
を局長に提出しなければならない（継続事業で複数年度に渡り交付金を交付された場合
は、最終交付年度の翌年度以降３年間とする。）。

イ 局長は、アで提出のあった事業効果報告書の内容について、交付事業の効果の確保を
図るため必要があるときは、交付事業者又は間接補助事業者に対し調査等を実施し、助
言、指導等を行うものとする。

３ 福祉振興・介護保険基盤整備事業
(1) 継続事業

継続事業の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 交付対象経費は、事業期間内の各年度の交付対象経費を合算するものとし、交付金交
付額は、第６の２により算定するものとする。

イ 交付基準額は、別紙２に定める額とする。このうち、交付基準額総額に占める各年度
の割合は、交付対象経費総額に占める当該年度の割合に等しくなるよう算定するものと
する。

(2) 工事完成届
局長は、交付規則第13条の規定に基づき、工事完成届を受理したときは、当該振興局職

員に検査を行わせるものとする。ただし、交付事業者が市町村の場合であって、当該市町
村の職員が作成した検査調書の写し（交付事業者の長が原本謄写の証明をしたものに限
る。）を添付することをもって確認することができると認められる場合は、この限りでは
ない。

４ 地域産業基盤整備事業
(1) 工事完成届

局長は、交付規則第13条の規定に基づき、工事完成届を受理したときは、当該振興局職
員に検査を行わせるものとする。ただし、交付事業者が市町村の場合であって、当該市町
村の職員が作成した検査調書の写し（交付事業者の長が原本謄写の証明をしたものに限
る。）を添付することをもって確認することができると認められる場合は、この限りでは
ない。

(2) その他
各交付対象事業における個別的特例については、別紙３のとおりとする。

５ エゾシカ緊急対策事業
別紙４の２の(13)により交付対象経費の特例を認める場合には、事業の目的、内容、効果

等を十分に審査した上で、その内容を交付決定書等で明らかにするものとする。
６ 集落維持・活性化促進事業

継続事業の取扱い等については、別紙５のとおりとする。

附 則
１ この要綱は、平成25年４月19日から施行する。
２ 第５の２の規定は、平成26年度にあっては、次のとおりとする。
２ 福祉振興・介護保険基盤整備事業

制度要綱第６の１の表の(2)のイに定める下限額は、別紙２に定める事業ごとに算出され
た額の合計額とする。ただし、別紙２の第１の28の(1)のイの事業については、別紙２に定
める事業ごとに算出された額の合計額が50万円に満たない場合であっても、下限額の規定を
適用しないこととし、単独で交付金を交付する。
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３ 別紙２の第１の28の(1)の表の交付基準額の欄は、平成26年度に別紙２の第１の28の(1)のイ
の事業を実施する場合にあっては、次のとおりとする。

交付基準額

人口規模 交付基準額

１万人未満 1,500千円

１万以上 1,800千円
３万人未満

３万以上 2,100千円
５万人未満

５万以上 2,400千円
10万人未満

10万人以上 3,000千円

人口規模は、事業実施年度４
月１日現在のものとする。

特別豪雪地域において除雪
ロータリー等を購入するに当
たり、当該購入分が補助基準
額を超える場合に、次の額を
加算する。

400千円

附 則
この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、平成26年11月14日から施行し、平成26年４月１日から適用する。

附 則
この要綱は、平成27年４月21日から施行する。

附 則
この要綱は、平成27年８月28日から施行する。

附 則
この要綱は、平成28年６月15日から施行する。

附 則
この要綱は、平成29年７月25日から施行する。

附 則
１ この要綱は、平成30年3月26日から施行し、平成30年１月１日から適用する。
２ 平成30年12月31日までの間に限り、次のとおりとする。
(1) 第２の２の後に次を加える。

３ 北海道１５０年事業
制度要綱第２の表の１の(6)及び１の(1)及び(2)の規定によるほか、次のとおりとす

る。
局長が適当と認める者とは、原則として、地域において北海道１５０年事業を推進

する団体であり、法人であるか否かを問わない。
(2) 第３の５の後に次を加える。

６ 北海道１５０年事業
(1) 北海道１５０年の機会を捉えて実施する事業のうち、北海道１５０年事業実行委員
会へ「北海道みらい事業」として登録されているものを交付の対象とする。

(2) 対象事業の内容は、次のとおりとする。
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ア 北海道１５０年のＰＲを目的とした事業
イ 地域の新たな価値の創出を目的とした事業
ウ 地域の既存財産の見つめ直しや継承を目的とした事業
エ 地域の魅力発信や交流を目的とした事業

(3) 対象外事業及び例外的に対象がすることができる事業については、１の(2)のイの
表の規定を準用する。

(3) 第４の５の後に次を加える。
６ 北海道１５０年事業

交付対象経費は、１の(2)の規定を準用する。
(4) 第５の５の後に次を加える。

６ 北海道１５０年事業
局長が地域の実情や事業の内容などを勘案し、特に必要と認める事業については、下

限額を適用しないことができる。
(5) 第６の４の後に次を加える。

５ 北海道１５０年事業
１の(2)のア、イ及びエの規定を準用する。

(6) 第７の５の後に次を加える。
６ 北海道１５０年事業

１の(2)の規定を準用する。
(7) 第９の「２ 一般事業、エゾシカ緊急対策事業及び集落維持・活性化促進事業に付す条件」
を「２ 一般事業、エゾシカ緊急対策事業、集落維持・活性化促進事業及び北海道１５０年
事業に付す条件」に改める。

(8) 第10の「(1) 一般事業、福祉振興・介護保険基盤整備事業、エゾシカ緊急対策事業及び集
落維持・活性化促進事業」を「(1) 一般事業、福祉振興・介護保険基盤整備事業、エゾシカ
緊急対策事業、集落維持・活性化促進事業及び北海道１５０年事業」に改める。

附 則
この要綱は、平成30年7月27日から施行する。

附 則
この要綱は、令和元年９月10日から施行する。

附 則
この要綱は、令和２年９月14日から施行する。

附 則
この要綱は、令和３年４月21日から施行する。


